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頁
誼
新
書
の
思
想

　

現
行
の
新
書
五
十
八
篇
が
企
部
賢
誼
の
手
に
出
で
か
も
の
に

非
ざ
ろ
ぱ
言
ふ
迄
も
無
い
。
然
レ
漢
書
語
文
志
に
は
町
誼
五
十

八
篇
が
著
録
せ
ら
札
、
本
切
の
賛
に
も
班
囚
が

　
　

几
所
著
述
五
十
八
篇
ご
貝
趾
ハ
切
於
世
事
序
千
切
云
、

と
述
べ
て
ゐ
る
所
を
見
る
と
、
五
十
八
篇
が
本
書
の
曹
態
を
存

す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
現
行
の
本
の
内
容
白
雑
駁
性

は
朱
心
‥
を
～
上
吋
誼
一
雑
記
稿
耳
」
言
‥
０
　
し
め
、
陳
振
孫

を
し
て
っ
其
非
漢
書
所
有
対
洩
駁
不
足
槻
決
非
誼
本
書
」
と
断

定
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
思
ふ
に
四
百
誼
の
書
は
初
め
共
の
論
策

類
を
中
心
と
し
つ
つ
同
學
の
徒
に
依
っ
て
劉
向
以
前
に
翻
っ
た

形
に
整
理
さ
れ
た
も
の
が
、
向
の
劃
定
を
悦
つ
で
五
十
八
篇
に

固
定
し
、
班
固
を
し
て
其
の
一
部
を
本
切
に
採
録
せ
し
め
た

が
、
比
ハ
の
後
原
本
が
一
旦
散
供
に
婦
し
、
現
行
新
書
ば
更
め
て

重

　

深

俊

　

鄙

本
傅
所
引
の
仏
文
を
中
心
と
し
て
五
十
八
篇
の
目
を
復
し
か
結

果
成
立
・
し
か
も
の
で
あ
ら
う
。
閲
‥
庫
提
要
は
唐
人
見
る
所
り
本

が
今
本
と
一
致
す
る
こ
を
論
誰
し
て
ゐ
る
が
、
若
し
然
り
と
す

れ
ば
此
の
工
作
は
唐
以
前
に
行
ば
れ
た
こ
と
に
た
る
。
共
の
成

立
の
宮
相
か
ら
町
誼
後
學
の
徒
０
著
作
を
令
ん
て
ゐ
る
新
書
は

巌
密
に
は
臼
誼
佃
人
の
思
想
資
料
宍
し
て
は
十
分
社
信
１
　
性
を

主
張
し
得
た
い
と
し
て
も
、
回
誼
を
代
表
と
す
る
文
景
以
後
の

新
文
化
主
義
者
の
思
想
を
傅
へ
る
文
献
た
る
燃
に
於
い
て
は
一

座
研
究
す
べ
き
似
位
を
布
し
て
ゐ
ろ
。

　

私
は
漢
の
武
帝
が
諸
子
百
家
の
學
を
訓
け
儒
術
を
中
心
と
し

て
學
問
思
想
の
統
一
を
行
っ
た
時
か
ら
、
清
の
光
緒
末
年
科
挙

制
度
の
腹
止
が
宣
せ
ら
れ
る
迄
を
紅
學
時
代
と
し
て
支
那
思
想

史
上
一
能
の
大
き
い
匝
分
を
設
け
、
輿
０
前
後
の
時
代
に
経
學
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は
何
れ
も
存
在
せ
字
と
す
る
見
解
を
取
る
。
経
學
を
経
書
に
對

す
ろ
一
般
解
拶
學
と
解
す
れ
ば
前
後
の
時
代
に
も
経
學
の
存
在

が
肯
定
さ
れ
ろ
か
も
知
れ
な
い
が
、
支
那
祀
會
に
對
し
て
ポ
要

だ
意
義
を
布
す
る
経
學
は
斯
く
の
如
き
も
の
で
は
た
い
。
共
の
・

計
介
的
意
義
を
無
硯
し
て
親
學
を
考
へ
る
こ
と
は
無
意
味
と
思

ふ
。
斯
う
し
た
親
學
解
拶
を
前
提
と
す
る
思
想
史
的
匹
分
か
承

認
さ
れ
る
た
ら
ば
、
買
誼
は
前
範
學
時
代
の
末
尾
に
自
己
の
地

位
を
甕
見
す
る
。
彼
は
範
學
時
代
の
頭
首
に
位
す
る
董
仲
舒
と

略
ぽ
生
理
年
齢
を
同
じ
う
す
る
に
拘
ら
す
、
學
者
年
齢
の
著
し

い
麓
異
が
両
者
を
異
つ
だ
時
代
に
分
隔
せ
し
め
る
こ
と
と
１
　
つ

か
。
然
し
新
時
代
は
荊
時
代
の
中
に
比
ハ
の
殺
生
の
起
動
力
を
包

収
薔
杭
し
つ
つ
あ
る
を
思
ふ
た
ら
ば
、
前
代
の
・
終
末
を
飾
る
貿

誼
は
皆
際
上
後
代
を
開
く
萌
芽
た
る
意
味
を
有
し
か
と
言
ぱ
な

け
れ
ば
た
ら
な
い
。
新
少
‥
の
叫
ｔ
想
ば
此
の
開
係
に
注
目
し
て
始

め
て
正
し
い
川
解
か
期
待
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

町
誼
に
闘
す
ろ
記
録
は
史
漢
本
彷
に
略
ぽ
備
る
外
、
史
記
Ｏ

目
者
列
怖
及
び
風
俗
油
侃
失
篇
に
一
部
の
記
載
が
地
え
ろ
。
日

者
列
恰
に
依
れ
ば
質
ぷ
０
　
二
十
二
歳
文
帝
の
博
士
た
り
し
時
中

大
夫
宋
忠
と
同
奥
し
て
長
安
の
ト
肆
に
逍
び
、
ト
主
司
馬
季
主

と
問
答
し
て
逡
に
其
の
言
に
服
し
た
と
有
る
が
、
史
貿
と
し
て

の
價
値
は
固
よ
り
保
讃
の
限
り
で
た
い
。
文
景
の
頃
は
虚
無
思

想
が
盛
行
し
儒
家
を
目
す
る
に
司
空
城
旦
を
以
て
し
か
と
傅
へ

ら
れ
る
程
で
あ
る
か
ら
、
此
の
時
代
思
潮
を
反
映
し
道
家
言
を

以
て
儒
家
言
ｏ
上
に
加
へ
ん
と
す
る
論
話
の
殺
生
す
べ
き
素
囚

は
十
分
に
有
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
孔
子
這
を
老
手
に
問
ふ
の

一
談
と
同
じ
く
、
斯
る
説
話
は
思
想
史
上
仕
往
に
し
て
出
現
す

る
も
の
で
あ
る
。
若
し
比
ハ
の
要
求
が
前
漢
初
期
に
生
じ
た
と
す

れ
ば
こ

と
偉
人
だ
虚
無
思
想
家
と
し
て
記
録
さ
れ
る
司
馬
季
主
と
が
几
ハ

の
主
役
ヒ
配
せ
ら
れ
る
の
は
極
め
て
常
然
の
現
象
に
過
ぎ
た

い
。

　
　

倫

　

理

　

思

　

想

　

臨
１
　
‥
の
倫
理
思
想
は
主
と
し
て
「
道
術
」
「
六
術
」
　
１
道
徳

説
」
の
諸
篇
に
北
ハ
の
基
本
的
主
長
が
見
え
る
。
原
始
儒
家
の
恟

統
的
道
徳
観
念
に
對
し
て
根
本
的
修
正
を
加
へ
て
は
ゐ
な
い

が
、
北
ハ
の
特
徴
は
道
徳
を
心
理
學
的
直
観
的
に
把
握
す
る
立
場

を
二
擲
し
て
理
智
的
方
法
的
に
基
礎
附
け
ん
と
試
み
た
鮎
、
及
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び
紳
秘
監
六
を
以
～
逆
徳
の
川
　
１
的
根
抑
｛
。
几
し
た
川
目
我
見

さ
れ
氷
。
つ
ま
Ｉ
辿
徳
の
内
容
に
於
い
て
は
儒
家
の
傅
統
思
想

が
維
持
さ
れ
て
ゐ
ろ
反
面
、
北
ハ
ー
の
解
郡
０
方
法
に
非
だ
異
る
立

場
そ
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
、
新
化
‥
の
道
徳
綸
か
抑
解
す
ろ

篤
め
に
は
共
の
根
底
か
恰
す
桐
自
の
哲
學
か
仙
ら
だ
け
か
は
た

ら
た
い
。
此
の
哲
學
は
先
づ
徳
の
六
川
と
い
ふ
概
念
か
ら
出
我

す
る
。

　
　

徳
石
六
趣
～
何
副
六
叩
、
逆
徳
性
糾
明
命
、
此
ぺ
姪
徳
之

　
　

咀
Ｊ
゛
六
術

　
　

チ
也

　

俗
徳
次

新
書
の
薯
者
の
謨
明
に
依
れ
ば
、
六
川
ぱ
道
徳
法
及
び
道
徳
行

篤
の
基
礎
を
焉
す
ｏ
み
た
ら
す
、
總
て
の
叶
合
秩
序
か
。
成
立
せ

し
め
る
根
本
川
法
と
焉
ろ
も
の
に
外
た
ら
た
い
の
で
あ
る
が
、

其
の
第
一
に
置
か
れ
る
道
は

　
　

道
者
無
形
二
半
和
而
紳
、
道
徳
説

　
　

物
之
始
形
也
、
分
元
而
恪
目
。
目
成
也
形
乃
従
、
是
以
人

　
　

及
有
囚
之
ｕ
徳
脱

と
言
ば
れ
る
。
道
は
形
以
前
の
も
の
、
ま
石
の
因
っ
て
以
て
存

す
る
最
高
の
原
理
で
あ
る
。
故
に
叉
之
を
虚
と
も
栢
す
る
。
次

に
徳
は
、

　
　

徳
骨
付
及
物
、
川
之
所
川
也
。
夫
付
打
道
之
川
山
、
Ｉ
徳
説

と
駝
か
れ
、
木
船
几
ろ
道
示
示
大
川
［
第
一
の
作
川
の
形
式
七

拒
す
と
七
へ
ら
わ
ろ
。
４
　
ゆ
ろ
存
在
に
此
の
段
階
に
於
ト
に
始

め
て
存
在
と
し
て
の
根
数
が
旦
顛
的
に
典
へ
ら
れ
ろ
。
即
ち
存

在
に
問
す
る
・
川
が
出
現
す
る
、
總
て
の
現
象
及
び
存
在
０
　
足
白

鸞
化
殺
動
を
待
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
に
過
ぎ
た
い
。
「
見
片

道
之
頌
也
」
と
言
ふ
い
ば
、
道
一
回
責
の
姿
が
徳
占
栃
や
ら
れ

ろ
砂
化
の
段
階
に
於
い
て
乱
く
坦
ば
れ
る
こ
と
を
意
味
す
ろ
。

故
に
道
六
百
へ
ば
絶
對
‥
貼
萌
白
皆
在
社
ハ
白
も
の
の
詐
的
有
在
諭

的
把
捉
で
あ
り
、
徳
と
言
サ
0
1
ル
の
動
的
機
能
命
的
把
握
で
あ

る
。
性
に
就
い
て
ば
。

　
　

性
１
　
遺
徳
込
物
ヽ
物
願
汗
而
道
徳
之
専
柳
川
総
一
ヽ
証
明

　
　

共
同
長
厚
矣
、
濁
而
膠
相
浦
、
在
物
之
巾

　

八
物
莫
生
気

　
　

行
襲
焉
、
故
謂
之
性
、
性
片
排
気
之
所
介
也
、
沁
徳
・
誕

と
諭
明
や
ら
れ
、
徳
の
理
な
ろ
に
對
し
気
を
合
訂
概
念
と
し
で

成
立
し
て
ゐ
る
。
萬
物
は
猫
り
徳
の
能
く
支
へ
ろ
所
に
非
ず
必

ず
質
量
を
要
求
す
る
。
「
紳
気
之
所
會
」
な
る
性
は
理
上
質
量

と
を
蒙
ね
た
概
念
に
外
た
ら
す
、
萬
物
は
此
に
至
っ
て
始
め
て

個
性
た
獲
得
し
１
　
膿
的
存
在
と
焉
り
得
る
。
次
に
紳
は

-
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ご
岬
者
道
徳
鱒
気
登
於
性
也
、
中
愛
ヒ
無
所
不
協
、
物
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略

　

・
４

　
　

及
諸
篇
之
起
、
皆
紳
之
所
化
也
、
道
徳
説

と
言
ふ
。
個
性
を
得
、
具
幄
的
存
在
と
し
て
の
意
味
を
血
ハ
ヘ
ら

れ
た
萬
物
は
總
て
そ
れ
ぞ
れ
腕
自
０
存
在
畑
由
を
荷
っ
て
ゐ
る

も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
而
し
て
事
物
の
道
叫
萬
象

の
使
化
は
悉
く
其
の
存
在
本
来
０
意
味
を
完
う
す
べ
き
潜
在
力

に
依
っ
て
成
立
展
開
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
紳
と
は

即
ち
此
の
潜
在
的
勢
力
の
謂
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
固
有
の
意

味
を
賓
現
す
る
作
用
の
最
も
根
源
的
な
力
を
言
ふ
の
で
あ
る
。

然
る
に
此
の
固
有
の
潜
在
勢
力
が
比
ハ
の
慄
定
の
方
向
を
取
っ
て

積
極
的
に
作
用
す
る
に
従
ひ
、
比
ハ
の
存
在
固
有
の
意
味
は
盆
々

明
瞭
と
協
り
頴
現
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
是
に
於
い
て
新
書
は
明

を

　
　

紳
気
在
内
、
則
無
光
而
焉
知
、
明
則
有
岬
於
外
矣
送
徳
説

と
脆
い
て
ゐ
る
。
意
味
が
皐
に
輿
へ
ら
れ
た
ま
ま
の
意
味
と
か
’

て
０
み
存
在
す
る
場
合
は
知
に
過
ぎ
な
い
が
、
比
ハ
れ
が
他
に
對

し
て
自
己
の
意
味
を
積
極
的
に
主
飯
す
る
時
之
を
明
と
稀
す
る

の
で
あ
る
。
明
に
於
い
て
總
て
の
存
在
は
其
の
固
性
が
最
も
極

端
に
表
明
せ
ら
れ
、
其
の
意
味
も
亦
従
っ
て
強
く
詔
識
さ
れ
る

に
至
る
。
さ
で
存
在
が
道
の
作
川
に
依
っ
て
存
在
の
根
祁
に
附

具
せ
ら
れ
、
狽
自
の
意
味
を
負
荷
せ
ら
れ
、
且
ハ
の
在
る
べ
き
形

を
以
て
在
る
べ
き
地
に
在
る
と
い
ふ
存
在
０
規
定
は
、
自
己
の

任
意
を
以
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
た
く
、
全
く
道
の
有
す
る

合
目
的
作
川
０
致
丁
所
に
外
た
ら
た
い
、
此
に
命
が
有
る
の
で

あ
る
。
故
に
新
書
で
は
、

　
　

命
者
物
皆
得
道
徳
之
施
以
生
則
浮
潤
、
性
気
紳
明
及
形
骸

　
　

之
位
分
散
度
ノ
１
　
有
極
・
駄
指
奏
矣
。
此
皆
所
受
其
道
徳
、
非

　
　

以
嗜
欲
取
舎
然
也
、
比
ハ
受
此
１
　
也
、
畳
然
有
定
矣
、
不
可

　
　

得
餅
也
、
故
目
命
、
道
徳
説

と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

以
上
六
理
の
論
を
見
れ
ば
、
此
の
思
想
が
道
の
概
念
ｙ
・
基
底

と
し
て
成
立
し
、
而
も
其
の
概
念
た
る
や
道
家
に
於
け
る
道
の
’

概
念
と
甚
だ
近
似
せ
る
こ
と
が
何
人
に
も
明
か
に
看
取
さ
れ

る
。
周
末
以
来
道
家
思
想
の
儒
家
に
對
す
ろ
影
響
は
各
方
閻
か

ら
少
か
ら
す
指
摘
し
得
る
が
、
無
恪
自
然
主
義
の
歓
迎
さ
れ
た

漢
初
五
十
年
の
後
に
於
い
て
は
、
儒
術
を
中
心
と
付
る
新
文
化

圭
義
の
提
唱
者
は
斯
る
本
能
諭
の
基
礎
の
上
に
自
己
の
思
想
懺

系
を
枯
琥
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
ろ
要
請
に
迪
ら
れ
て
ゐ
た
と
言
へ
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る
。
唯
因
秦
の
儒
家
が
９
　
に
宇
寅
原
川
と
し
て
賓
在
に
論
及
す

　

る
の
み
な
る
に
反
し
、
新
書
が
六
川
の
分
析
に
進
み
這
の
機
能

’
の
各
段
階
を
明
か
に
し
た
の
は
猫
自
の
毅
展
と
見
る
べ
く
、
儒

　

家
の
哲
學
思
想
に
在
っ
て
は
注
目
す
べ
き
成
果
と
言
っ
て
不
可

　

ば
無
烈

　
　
　
　
　
　

―

　
　

新
書
の
作
者
は
存
在
に
開
す
乞
六
理
の
顎
兄
を
根
教
と
し
て

　

糾
會
秩
序
の
解
作
に
進
ま
ん
と
す
る
。
六
理
は
存
在
並
び
に
現

　

象
に
開
す
る
最
も
基
本
的
理
法
た
る
が
故
に
、
萬
象
の
外
に
在

　

る
の
で
は
た
く
常
に
共
の
中
に
周
術
内
在
す
る
。

　
　
　

陰
陽
天
地
人
、
宍
以
六
理
鴛
内
皮
、
内
度
成
業
、
故
謂
之

　
　
　

六
法
、
六
術

　

と
言
ふ
所
以
は
此
に
在
る
。
六
法
が
外
に
向
っ
て
作
川
す
る
形

　

式
が
六
術
で
あ
る
が
、
其
の
結
果
成
立
す
る
も
の
を
六
行
と
呼

　

ぶ
。
術
は
道
の
作
川
で
あ
る
か
ら
逍
は
本
に
し
て
虚
な
る
に
對

　

し
、

　
　
　

術
也
者
所
従
制
物
也
、
動
静
之
敬
也
、
道
術

　

と
定
義
さ
れ
て
ゐ
る
。
陰
陽
に
六
月
有
り
天
地
に
六
合
有
り
、

　

人
に
仁
義
祀
智
信
楽
の
儒
徳
有
り
、
蔀
に
六
経
有
り
聾
に
六
律

　

六
呂
有
り
家
に
六
族
有
る
が
如
き
、
皆
六
行
の
種
目
と
焉
さ
る

る
を
察
す
ろ
た
ら
ば
、
六
行
０
　
六
を
以
て
整
川
さ
れ
ろ
凡
て
Ｏ

縫
會
的
自
然
的
秩
序
の
總
括
に
外
な
ら
な
い
。
人
問
の
徳
目
ド

就
い
て
ば
孟
子
に
在
っ
て
既
に
仁
義
噌
卵
日
Ｄ
閲
‥
徳
が
確
立
や
ら

れ
、
董
仲
舒
に
至
っ
工
五
行
思
想
の
支
配
を
・
父
け
て
之
に
信
を

加
へ
て
五
徳
の
‐
を
構
威
し
号

識
の
致
１
　
所
。

　
　

人
有
仁
義
聘
智
信
之
行
、
行
和
則
興
楽
、
楽
興
則
六
、
六
術

と
言
び
、
五
徳
の
調
和
を
悦
っ
て
出
現
す
る
美
的
價
値
ｙ
二
徳

目
加
へ
る
に
至
っ
た
。
楽
の
性
格
が
他
の
五
徳
と
範
喘
を
異
に

す
る
は
自
明
な
る
に
拘
ら
ず
、
必
ず
之
ヤ
加
へ
て
六
敷
に
整
へ

る
べ
き
観
念
上
０
要
求
が
有
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
新
１
　
　
は
六
親
を
父
・
昆
弟
・
従
父
昆
弟
・
従
祖
昆
弟
・

従
曾
川
昆
弟
・
族
昆
弟
の
六
者
と
す
る
。
此
に
所
謂
従
岨
昆
弟

は
爾
雅
儀
聘
の
従
父
昆
弟
に
常
り
、
従
曾
祖
昆
弟
は
従
組
昆
弟

に
相
富
丁
る
。
而
し
て
新
書
は
此
の
世
代
匪
分
か
家
族
制
度
維

持
の
根
本
動
力
と
１
　
石
所
抑
を
論
じ
ヽ

　
　

親
戚
非
六
則
失
本
末
之
度
、
是
故
六
鳥
制
而
止
矣
、
六
親

　
　

有
次
、
不
可
相
蹄
、
相
蹄
則
宗
族
擾
胤
、
不
能
相
親
、
六
術

と
述
べ
る
。
六
親
の
解
揮
は
河
上
公
老
７
　
注
杜
預
左
傅
注
膨
勒
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漢
書
注
等
そ
れ
ぞ
れ
共
の
範
園
に
差
異
が
有
る
が
何
れ
も
母
妻

姻
亜
の
何
れ
か
を
数
へ
る
鮎
に
於
い
て
一
致
す
る
に
對
し
、
新

書
の
解
憚
は
上
述
の
如
く
女
系
を
一
切
排
除
す
る
黙
に
特
徴
が

存
す
る
。
家
族
生
活
の
賓
際
感
情
に
於
い
て
は
、
遠
く
族
兄
弟

に
對
す
る
よ
り
も
外
族
と
雖
も
母
妻
姻
亜
に
對
す
る
方
が
血
族

意
識
も
利
害
開
係
も
濃
厚
な
る
に
拘
ら
ず
、
故
ら
に
同
一
世
代

に
準
桂
を
求
め
て
其
の
範
園
を
父
族
の
み
に
限
定
し
た
の
は
、

此
の
書
の
有
す
る
家
族
理
念
を
強
く
反
映
し
た
も
の
と
考
へ
る

の
外
は
無
い
。
つ
ま
り
父
系
の
昆
弟
集
團
を
基
本
要
素
と
し
て

成
立
す
る
家
族
組
織
に
珂
想
的
價
値
を
我
見
し
た
か
ら
で
あ
っ

て
、
此
は
買
誼
か
同
姓
子
弟
を
諸
侯
に
分
封
し
て
家
族
的
紐
帯

に
依
っ
て
維
持
さ
れ
る
封
建
組
織
を
主
張
し
た
の
と
、
根
本
的

に
は
同
一
理
論
に
支
配
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。

　

六
親
に
開
聯
し
て
新
書
は
更
に
昭
穆
三
廟
に
論
及
す
る
。

　
　

何
玖
三
廟
、
上
室
協
昭
、
中
室
篤
穆
、
下
室
焉
孫
嗣
、
令
子

　
　

各
以
其
次
上
下
更
居
、
三
廟
以
・
別
、
親
疏
有
制
、
六
術

と
言
ふ
の
が
其
れ
で
あ
る
。
昭
穆
の
列
に
従
っ
て
生
人
の
居
所

に
ま
で
派
別
を
設
く
べ
し
と
す
る
主
張
で
、
此
に
謂
ふ
所
の
廟

は
宸
即
ち
居
所
を
意
味
す
る
。
生
人
平
常
の
居
所
が
昭
穆
の
序

列
に
従
っ
て
規
定
せ
ら
る
べ
し
と
す
る
の
は
、
兪
樋
も
既
レ
指

摘
す
る
が
如
く
何
休
公
羊
注
ベ
ニ
に
に
も
見
え
る
思
想
兄
あ

る
。
昭
穆
の
條
理
か
家
族
制
度
の
維
持
に
献
く
べ
か
ら
ざ
る
樅

威
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
之
を
生
人
の
人
倫
闘
係
に
ま
で
及
ぼ

さ
ん
と
す
る
欲
求
は
思
想
と
し
て
営
然
殺
生
す
べ
き
こ
と
が
像

想
さ
れ
る
。
六
親
三
廟
の
説
は
要
す
る
に
葺
誼
を
中
心
と
す
る

常
時
の
儒
家
が
自
ら
以
て
正
し
い
と
考
へ
る
家
族
制
度
の
樹
立

を
通
し
て
新
社
會
建
設
の
理
想
を
抱
懐
じ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　

六
行
の
支
配
は
更
に
進
ん
で
経
書
に
及
び
、
六
経
も
亦
共
Ｏ

支
配
に
依
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
見
解
を
取
る
に
至
る
。

　
　

先
王
内
本
六
法
、
外
顛
六
行
、
以
興
詩
書
易
春
秋
噌
架
六

　
　

者
之
術
以
焉
大
義
、
謂
之
六
訪
、
令
人
縁
之
以
自
修
、
修

　
　

成
則
得
六
行
、
六
術

経
典
の
散
と
宇
宙
原
理
と
の
一
致
七
求
め
た
斯
る
解
拶
は
既
に

他
に
全
く
比
類
ぐ
見
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
銅
り
其
０
敷
の
み

な
ら
す
六
経
の
内
容
も
亦
根
本
法
た
る
六
理
の
支
配
か
ら
免
れ

ろ
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
へ
ば

　
　

書
者
著
徳
之
理
於
竹
帛
而
陳
之
、
令
人
槻
焉
、
以
著
所
従
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事
、

　
　

易
者
京
人
之
循
徳
之
班
員
弗
循
、
・
而
占
輿
吉
凶
、

　
　

春
秋
浙
守
往
事
之
合
徳
之
理
昆
ハ
不
合
、
而
紀
共
成
敗
、
以

　
　

１
　
服
事
師
法
、

　
　

並
び
に
道
徳
詑
、

　
　

他
の
三
級
は
略
す
。

斯
く
て
六
紅
は
總
て
徳
の
六
理
を
皿
殷
的
に
人
問
八
介
に
顕
現

す
べ
き
使
命
を
課
や
ら
れ
、
其
の
内
容
に
す
べ
て
此
の
使
命
に

依
っ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
０
で
あ
る
。
此
は
全
く
新
書

狽
特
の
解
作
Ｉ
あ
る
が
、
儒
家
に
於
い
て
六
紅
は
八
介
生
活
Ｏ

根
水
原
理
に
闘
√
ろ
最
高
の
幄
成
告
と
考
へ
ら
れ
る
以
上
、
八

會
秩
序
を
成
立
せ
し
め
る
根
本
理
法
と
し
て
六
理
を
主
張
す
る

新
書
が
斯
く
の
如
き
思
想
に
到
達
し
た
の
は
前
理
的
に
は
毫
も

怪
し
む
に
足
り
な
い
。
此
の
外
度
数
の
単
位
さ
へ
も
徳
の
六
行

の
外
に
狽
立
す
る
を
許
さ
れ
ず
、
毫
髪
斧
分
寸
尺
た
る
六
者
を

立
て
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
『
る
が
、
要
す
る
に
徳
の
六
理
六

行
に
始
ま
り
凡
ゆ
る
此
９
　
的
自
然
的
秩
序
を
六
を
以
て
整
理
せ

ん
と
す
る
思
想
が
新
書
に
於
い
て
如
何
に
掻
い
か
ば
、
以
上
Ｏ

諸
例
を
以
て
明
か
と
協
っ
た
。
こ
れ
六
を
抑
秘
数
と
す
る
観
念

が
先
づ
存
－
然
ろ
後
作
理
の
範
胎
を
此
に
求
め
た
も
の
て
、
固

噌
と
北
ハ
の
揆
な
二
に
す
ろ
一
立
場
に
居
汗

　

神
秘
教
の
介
在
に
未
同
０
　
介
に
於
い
て
け
作
‥
遍
的
現
象
で
あ
・

る
。
紳
秘
教
自
沢
に
問
す
る
研
究
に
脱
に
川
八
口
學
衣
に
依
っ
て

試
み
ら
れ
て
居
り
、
此
に
詐
言
す
る
必
要
か
・
詔
め
た
い
か
、
川

末
以
水
行
介
秩
序
章
自
然
現
象
の
原
理
・
上
二
五
几
等
の
敷
に
依

っ
て
整
川
す
る
駱
腫
の
思
想
が
柏
次
い
で
出
現
し
か
の
に
、
比
ハ

専
の
教
が
古
代
に
於
い
て
紳
秘
敷
と
し
～
一
」
七
識
や
ら
れ
共
の
観

念
が
何
等
か
の
他
統
を
伺
等
か
ｏ
形
に
於
い
て
常
時
ま
で
持
続

し
た
か
ら
で
あ
そ

　

っ
ま
り
徴
に
對
す
７
　
信
仰
的
観
念
が
先
づ

存
し
然
る
後
に
之
に
椙
常
す
る
内
容
が
充
岨
さ
れ
る
と
い
ふ
経

過
を
取
っ
て
成
立
し
た
。
例
へ
ば
五
行
論
に
五
に
對
す
ら
紳
秘

的
観
念
の
遺
存
加
入
、
つ
知
識
人
の
心
川
口
作
川
し
、
然
る
後
日

常
生
活
に
不
可
訣
の
物
資
五
簡
か
北
ハ
の
内
容
と
し
て
考
へ
ら
れ

る
に
至
っ
た
も
ｏ
で
あ
り
、
木
火
士
金
水
五
片
に
對
す
る
重
要

性
の
詔
識
が
犬
づ
存
し
共
の
・
必
然
的
結
果
と
し
て
此
の
五
者
が

選
揮
さ
れ
た
の
で
は
た
い
。
故
に
六
か
恭
代
の
範
胎
と
す
る
立

場
に
在
っ
て
ば
五
行
に
穀
を
加
へ
て
六
府
と
す
る
が
、
穀
を
五

行
よ
丿
軽
し
と
す
る
理
論
的
根
姉
は
五
行
論
者
と
雖
も
穀
及
び
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五
行
自
酸
の
中
に
は
決
し
て
我
見
し
得
た
い
の
で
あ
る
。
新
書

シ
ハ
理
六
行
も
亦
六
に
對
す
る
碑
秘
観
念
の
作
用
に
我
す
る
こ

と
言
ふ
迄
も
無
い
が
、
唯
此
ｏ
場
合
存
在
に
開
す
る
基
本
的
理

法
に
共
の
内
容
を
求
め
た
著
想
が
大
た
る
特
徴
と
し
て
看
過
し

得
ざ
る
意
味
を
持
つ
。
三
統
論
五
行
論
が
日
常
生
活
の
現
象
に

即
し
て
其
の
数
の
内
容
を
求
め
た
に
對
し
、
六
理
論
が
斯
る
哲

學
的
開
心
を
取
っ
た
事
賓
は
思
想
史
的
に
重
要
覗
す
べ
き
十
分

ゐ
理
由
が
有
る
。

　
　

政

　

治

　

思

　

想

　

頁
誼
は
有
名
な
治
安
策
で

　
　

臣
頴
惨
事
勢
可
１
　
痛
哭
者
一
、
可
総
流
沸
者
二
、
可
総
長

　

・

　

太
息
者
六
、
若
共
ｔ
背
理
而
傷
道
春
、
難
狽
以
疏
１
　
　
、

と
冒
頭
し
て
政
治
上
の
理
想
を
開
陳
し
た
。
共
の
中
「
可
総
流

沸
者
」
は
外
交
に
開
す
る
事
項
で
主
と
し
て
匈
奴
に
對
す
る
屈

辱
的
平
和
主
義
を
清
算
し
天
子
の
威
徳
を
以
て
之
を
服
凪
犬
べ

き
を
論
い
た
も
の
で
あ
る
。
新
書
を
以
て
其
の
内
容
を
窺
ふ
に
、

彼
の
提
唱
す
る
新
政
策
の
基
本
的
性
格
は
畢
竟
一
面
武
力
一
面

懐
柔
に
在
る
０
で
あ
る
が
、
懐
柔
策
と
し
て
は
「
三
表
」
⊇
五

餌
」
「
戦
徳
」
「
徳
勝
」
等
褐
自
ｏ
手
段
を
川
意
す
乙
。
「
戦

徳
」
は
精
紳
的
内
部
崩
壊
を
起
さ
し
め
る
手
段
、
「
徳
勝
」
は

匈
奴
の
・
経
済
的
向
上
を
援
助
し
奢
侈
の
悪
風
を
生
長
し
以
て
片

の
固
有
の
剛
強
素
朴
の
俗
を
破
壊
せ
ん
と
す
る
手
９
　
で
あ
る
。

斯
る
経
臍
侵
略
を
前
提
と
す
る
文
化
侵
略
の
策
謀
は
管
子
０
中

に
も
散
見
す
る
が
、
現
行
管
子
の
或
る
部
分
は
管
仲
時
代
０
作

に
非
ざ
る
は
勿
論
、
戦
閥
を
更
に
降
っ
て
前
漢
武
帝
前
後
の
成

立
と
思
は
れ
る
も
の
有
る
を
考
へ
れ
ば
、
新
書
と
類
似
の
主
張

が
見
ら
れ
る
の
も
蓋
し
同
一
の
瓜
會
的
政
治
的
條
件
を
背
後
に

有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
侵
略
政
策
と
し
て
は
頗
る
巧
妙
に
し
て

用
意
周
到
と
言
ふ
べ
き
。
で
あ
り
漢
の
武
帝
頃
の
大
帝
国
を
基
礎

に
し
て
始
め
て
理
解
し
得
る
政
策
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
質
誼
は

か
か
る
計
謀
に
依
っ
て
匈
奴
を
服
し
得
べ
し
と
篤
し
自
ら
几
ハ
Ｏ

任
に
胃
ら
ん
と
請
う
た
程
で
あ
る
が
、
斯
く
の
如
き
行
１
　
の
・
根

底
に
は

　
　

凡
天
子
者
天
下
之
首
、
何
計
上
也
、
輦
夷
者
天
下
之
足
ｙ

何
旱
也
、
詰

に
窺
ば
れ
る
中
夏
思
想
が
支
配
し
て
ゐ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は

た
ら
な
い
。
彼
が
強
度
の
中
夏
思
想
０
抱
懐
者
た
り
し
は
、
其

の
政
治
思
想
の
到
る
所
に
顕
著
に
見
え
る
中
央
集
標
的
理
念
及

-
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び
新
文
化
創
造
の
提
唱
と
も
相
通
す
る
も
の
・
が
有
る
。

　

治
安
策
の
中
「
可
焉
痛
哭
壮
一
」
と
「
可
篤
長
太
息
者
六
」

と
は
共
に
内
政
に
就
い
て
言
は
れ
た
も
０
に
あ
る
が
、
之
々
貫

く
中
心
思
想
は
根
本
的
に
は
相
互
に
開
聯
性
を
有
す
る
階
級
制

度
の
確
立
と
祀
教
主
義
と
の
二
つ
に
書
き
る
と
言
っ
て
よ
い
。

先
づ
彼
は
常
時
諸
侯
の
強
大
中
央
の
弱
小
を
歎
じ
、
「
天
下
Ｏ

形
勢
は
今
や
大
儀
を
病
ん
だ
上
に
足
の
裏
が
曲
っ
て
歩
行
の
自

由
を
失
っ
た
様
だ
も
の
だ
」
と
栃
し
、
之
が
對
策
と
し
て
は
諸

侯
の
分
割
に
由
る
共
の
弱
化
を
主
張
す
る
。
叉
庶
民
の
奢
僣
を

悪
み
庶
人
の
婢
妾
が
古
の
天
子
皇
后
０
服
を
川
ゐ
る
が
如
き
不

合
理
を
指
摘
し
、
身
分
観
念
の
徹
底
を
力
役
す
る
。
そ
し
て
家

庭
道
徳
が
頚
庭
し
て
婦
と
舅
姑
と
の
間
に
於
い
て
さ
へ
非
道
徳

１
；

的
現
象
の
川
現
し
た
事
賓
を
畢
げ
、
さ
て
斯
る
世
風
を
是
Ｅ
す

る
根
本
策
は
畢
竟
埓
政
壮
が
噌
義
を
法
刑
に
先
行
せ
し
め
る
態

度
を
明
か
に
し
祀
教
観
念
を
高
め
る
以
外
方
法
無
き
。
を
諭
じ
て

ゐ
る
。
理
想
的
祀
會
の
秩
序
た
る
破
義
徳
教
を
彼
は
紆
制
と
呼

ぶ
。
紅
制
は
賓
質
上
管
子
の
四
維
即
ち
破
義
廉
恥
と
異
ら
た
い

が
、
之
が
確
立
に
依
っ
て
彼
は

　
　

君
君
臣
臣
、
上
下
有
差
、
父
子
六
親
各
得
共
宜
、
姦
人
亡

　
　

所
幾
幸
、
而
群
臣
衆
信
、
上
不
疑
惑
、

の
道
徳
的
付
會
の
建
設
を
可
能
と
信
す
る
。
つ
ま
り
佃
人
的
に

も
壮
會
的
に
も
身
分
的
位
階
が
荘
重
に
維
持
さ
れ
る
所
に
理
想

此
介
の
基
礎
を
置
き
、
其
の
成
立
に
必
要
な
根
本
法
を
経
制
と

名
づ
け
る
０
で
あ
る
が
、
経
制
を
支
持
推
進
す
る
責
任
者
は
胞

く
ま
で
知
識
階
級
な
り
と
す
る
。
故
に
「
腔
不
及
庶
人
、
刑
不

至
君
子
」
の
原
則
に
立
脚
し
知
識
階
級
の
道
徳
的
意
識
の
向
上

を
先
づ
謀
ら
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
其
の
焉
め
に
は
先
づ
君
主

が
大
臣
を
遇
す
る
に
道
徳
を
以
て
す
べ
き
こ
と
が
前
提
條
件
で

あ
る
と
考
へ
。

　
　

上
設
廉
恥
破
義
、
以
遇
丼
臣
、
而
群
臣
不
以
節
行
而
恨
其

　
　

上
背
、
即
非
人
類
也
、

と
言
ふ
に
至
る
。
祀
教
意
識
と
階
級
意
識
と
の
相
即
不
離
に
観

制
祀
合
の
本
質
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
武
帝
の
頃
ま
で
九
卿
大

臣
は
死
罪
に
隣
る
れ
ば
進
ん
で
自
ら
處
決
し
刑
０
適
川
を
受
け

る
こ
と
を
恥
辱
と
す
る
習
慣
で
あ
っ
た
が
、
此
０
一
代
の
風
気

を
開
い
た
の
は
買
誼
の
奏
疏
に
端
を
登
す
る
こ
と
夙
に
伸
長
統

の
昌
言
に
論
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
賢
誼
の
時
代
に
は
酷
吏
に

依
っ
て
代
表
さ
れ
る
法
律
萬
能
論
者
が
橋
頭
し
始
め
、
彼
等
は
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官
僚
組
織
の
力
を
背
景
と
し
て
成
文
法
の
規
定
を
最
高
度
に
活

用
す
る
を
以
て
能
事
と
焉
し
た
。
大
臣
丞
相
と
雖
も
僅
か
０
不

法
所
篤
に
よ
っ
て
酷
吏
０
峻
敲
は
待
遇
を
冤
る
る
能
は
ざ
る
こ

と
絲
侯
の
如
き
例
に
乏
し
く
た
い
。
破
教
主
義
０
提
唱
は
思
想

的
に
は
之
に
對
す
る
反
措
定
と
見
る
事
が
出
来
る
。

　

経
制
論
は
原
理
的
に
は
先
秦
儒
家
思
想
の
延
長
と
言
ひ
得
る

あ
ら
う
が
、
酋
誼
の
猫
自
性
は
比
ハ
れ
が
中
夏
思
想
と
の
紹
介
に

依
っ
て
新
文
化
主
義
と
篤
っ
て
展
附
さ
れ
た
所
に
見
ら
れ
る
。

元
来
漢
初
は
思
想
的
に
は
秦
の
法
治
劃
一
主
義
に
對
す
る
μ
動

感
情
か
ら
す
る
虚
無
思
想
が
人
人
に
世
ば
れ
、
政
治
的
に
も
寛

緩
を
狗
ぶ
傾
向
が
強
か
っ
た
。
文
物
制
度
に
於
い
て
も
甚
し
き

も
０
を
除
く
の
外
、
秦
り
北
ハ
れ
を
漫
然
踏
襲
す
る
に
止
り
、
文

化
０
全
領
域
に
亘
っ
て
惰
性
と
混
沌
と
の
支
配
に
任
せ
主
胎
性

か
殺
崩
す
る
に
は
至
っ
て
ゐ
た
い
。
然
る
に
文
景
の
時
代
に
篤

れ
ば
國
家
の
基
礎
は
頗
る
堅
岡
と
篤
り
新
支
配
階
級
た
る
士
人

の
・
勢
力
も
漸
く
安
定
度
を
高
め
未
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
従
水

の
情
勢
に
對
し
て
根
本
的
に
反
省
が
加
へ
ら
れ
主
醒
的
文
化
創

造
の
意
欲
が
起
っ
た
０
は
固
よ
り
異
し
む
に
足
り
た
い
。

　
　

夫
移
風
易
俗
、
使
天
下
回
心
而
郷
道
、
類
非
俗
吏
之
所
能

　
　

焉
也
、
夫
立
君
臣
等
上
下
、
使
綱
紀
有
序
、
六
親
和
睦
、

　
　

此
非
天
之
所
篤
、
人
所
設
也
、
人
之
所
設
、
不
埓
不
立
、

　
　

不
修
則
壊
、
漢
興
至
今
二
十
能
年
、
宜
定
制
度
興
祀
楽
、

　
　

然
後
諸
侯
軌
道
、
百
姓
素
僕
、
獄
訟
寝
息
、
漢
書
腔
祭
志

此
の
上
奏
は
彼
が
太
中
大
夫
に
超
遷
し
た
年
に
焉
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
彼
は
右
の
理
念
に
依
っ
て
自
ら
比
ハ
の
儀
法
を
草
具
し
、

　
　

色
上
黄
、
徴
用
五
、
官
名
悉
更
’
　
m
m
　

の
新
政
を
断
行
せ
ん
と
し
た
。
新
た
に
建
設
せ
ら
る
べ
き
文
化

の
基
本
的
性
格
は
之
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
漢
の
文
化
０
性

格
に
闘
し
て
は
、
文
帝
の
末
年
魯
人
公
孫
臣
が
土
徳
流
を
唱
へ

だ
の
に
對
し
、
張
蒼
が
水
徳
流
を
主
張
し
て
之
を
退
け
た
の
に

端
々
盛
し
、
以
後
學
界
の
中
心
問
題
を
篤
す
の
で
あ
る
が
、
賢

誼
０
上
奏
は
之
に
先
っ
十
数
年
に
し
て
既
に
之
に
論
及
し
文
化

の
基
本
的
性
格
に
開
す
る
認
識
に
到
達
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
上
に
引
い
た
言
に
稽
へ
れ
ば
公
孫
ほ
と
見
解
を
同
じ
く

し
た
こ
ど
を
知
る
。
秦
水
漢
土
七
流
く
此
の
二
人
の
論
は
言
ふ

迄
も
無
く
五
行
相
勝
０
理
を
川
ゐ
周
を
火
徳
と
す
る
出
費
鮎
に

立
つ
が
故
に
、
戦
國
部
指
の
原
初
的
五
徳
配
常
設
を
其
の
ま
ま

洽
襲
し
て
居
り
、
漢
と
尭
と
０
不
可
分
関
係
を
樹
立
せ
ん
と
す

-弱
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ろ
川
心
焼
の
殺
生
以
前
に
於
け
る
純
粋
だ
解
作
を
取
宍
Ｌ
ゐ
ろ
。

　
　

る
。

要
す
る
に
漢
の
新
文
化
ｏ
創
造
が
主
張
せ
ら
れ
比
ハ
ｏ
基
卜
的
性

俗
に
開
す
ろ
吟
味
の
行
は
れ
ろ
に
至
っ
た
の
け
、
漢
か
前
代
と

回
川
せ
ら
れ
る
べ
き
銅
自
ｏ
存
在
憲
義
ひ
・
荷
へ
る
こ
と
の
自
畳

々
待
っ
て
始
め
て
可
能
た
る
所
以
を
思
ふ
た
ら
ば
、
之
七
欠
帝

ｏ
初
期
に
主
張
し
た
百
ぷ
の
思
想
に
注
目
さ
れ
て
可
い
で
あ
ら

　

思
ふ
に
漢
代
初
期
に
於
け
る
武
力
的
維
海
的
基
礎
の
充
賓
は

十
人
階
級
ツ
川
介
的
地
位
を
安
固
に
し
、
對
内
的
に
は
諧
政
一

新
文
化
創
造
の
意
欲
を
刺
戟
す
る
結
果
と
篤
っ
だ
。
彼
等
支
配

階
級
は
自
己
の
支
配
管
の
掌
相
農
民
へ
の
桁
存
開
係
こ

埓
め
に
身
分
的
階
級
制
度
を
核
心
と
す
る
約
款
縫
介
の
成
立
を

有
利
と
考
へ
た
。
北
ハ
れ
ぱ
必
然
的
に
天
子
を
中
心
と
す
る
中
火

の
鰹
威
の
強
化
を
希
求
せ
し
め
反
射
的
に
諧
侯
の
弱
酸
化
を
謀

ら
し
め
た
。
中
央
集
樅
の
高
次
化
王
朝
同
家
完
成
へ
の
・
要
求
は

同
時
に
對
外
的
に
は
中
夏
思
想
の
昂
揚
と
埓
っ
で
展
開
さ
０
　

ろ
、
中
夏
思
想
に
裏
附
け
さ
れ
た
對
外
政
策
は
此
に
北
ハ
の
精
神

的
根
娃
を
有
す
る
。
賢
誼
の
政
治
思
想
ｏ
金
頭
系
は
共
の
成
立

そ
の
地
盤
に
斯
る
靴
介
と
斯
る
時
代
と
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ

　
　

経

　

海

　

思

　

想

　

新
書
の
紅
海
思
想
に
相
互
問
聯
性
を
右
す
る
貨
幣
政
策
及
び

銅
政
策
七
中
心
と
し
て
腱
開
さ
れ
て
ゐ
ろ
。
貨
幣
に
對
す
る
根

本
思
想
は
文
帝
瓦
年
に
高
祖
以
来
の
盗
鋳
談
令
の
解
除
と
共
に

其
閃
化
し
か
。
ヽ
賢
誼
は
私
記
許
可
令
の
出
現
に
常
っ
て
其
の
・
矛

盾
を
術
く
上
奏
を
試
み
、
北
ハ
の
中
で
私
鋳
談
公
許
０
三
大
害
を

指
摘
し
て
ゐ
る
。
今
前
漢
食
貨
志
に
教
っ
で
共
の
大
要
を
騨
出

す
れ
ば
、
三
田
の
第
一
は
銅
銭
私
鋳
許
可
は
紛
餓
を
貨
幣
に
混

ぜ
ざ
る
こ
と
を
條
件
と
し
て
焉
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
微
量

の
混
人
さ
へ
も
躊
造
者
の
瓦
利
を
博
し
得
る
以
上
た
だ
巌
罰
規

定
の
み
に
依
っ
て
之
を
防
止
せ
ん
と
す
る
の
は
人
民
を
網
す
ろ

結
果
と
烏
る
に
過
ぎ
ず
、
善
政
に
非
寸
と
す
る
。
故
に
曰
く
。

　
　

夫
事
有
召
帽
、
而
法
有
辺
姦
、
今
令
細
民
、
人
操
法
幣
之

　
　

勢
、
各
隠
屏
而
鋳
作
、
囚
欲
禁
見
ハ
厚
利
微
姦
、
雖
四
罪
‐

　
　

報
、
比
ハ
勢
不
止
、

吐
ハ
０
二
は
私
記
に
依
る
各
種
の
帽
鈍
重
鈍
が
混
合
通
川
す
る
時

は
同
家
の
法
幣
は
比
ハ
の
ぽ
威
を
喪
失
す
る
。
若
し
閥
家
樅
力
を

以
て
之
が
統
一
を
弧
行
せ
ん
と
す
れ
ば
煩
苛
に
し
て
能
は
す
、

-

56



293

其
。
０
自
山
流
通
に
任
す
れ
ば
市
場
に
於
け
る
貨
幣
秩
序
は
素
直

を
極
め
る
。
比
ハ
の
三
は
私
躊
許
可
の
篤
め
に
農
事
を
拠
棄
し
山

に
入
っ
て
採
銅
に
従
事
す
る
者
多
食
が
篤
め
に
、
粗
悪
銭
の
氾

濫
に
加
へ
て
農
業
生
産
０
減
退
に
本
づ
く
國
家
経
済
の
破
滅
を

来
す
。
頁
誼
は
以
上
の
三
つ
の
理
由
を
以
て
私
鋳
公
許
を
不
可

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
強
樅
を
登
動
し
て
一
切
之
を
禁

渇
す
べ
き
や
と
言
ふ
に
、
彼
は
、

　
　

禁
之
不
得
其
術
、
其
傷
必
大
、
令
禁
鋳
純
則
純
必
重
、
重

　
　

則
共
利
深
、
盗
鋳
如
雲
而
起
、
堺
市
之
罪
叉
不
足
以
禁

　
　

矣
ツ

と
論
じ
て
之
に
反
對
す
る
。
是
に
於
い
て
彼
の
観
察
が
貨
幣
と

不
可
分
開
係
に
在
る
銅
其
の
も
の
に
對
す
ろ
政
策
に
服
貼
を
置

い
た
所
以
を
明
か
に
知
る
の
で
あ
る
。

　

貨
幣
私
鋳
の
公
詔
も
将
だ
其
の
強
樅
禁
過
も
倶
に
民
利
を
壹

さ
ざ
る
所
以
が
銅
政
策
０
不
備
に
在
る
こ
と
に
着
限
し
た
彼

は
、
政
府
が
仝
國
の
銅
を
毬
ハ
の
完
全
た
る
統
制
下
に
置
く
べ
し

と
す
る
根
本
理
論
を
堅
持
し
、
若
し
之
を
断
行
す
れ
ば
七
幅
を

得
べ
し
と
主
張
す
る
。

　
　

何
謂
七
幅
、
上
牧
銅
勿
令
布
、
則
尺
不
治
銭
、
誼
不
罪

　
　

積
、
一
矣
、
偽
銭
不
蕃
、
民
不
相
疑
、
二
矣
、
采
銅
紬
作

　
　

者
反
於
耕
田
、
三
矣
、
銅
畢
陥
於
上
、
上
挾
銅
積
以
御
軽

　
　

１
　
ヽ
銭
転
則
以
術
斂
之
ヽ
重
則
以
術
散
之
ヽ
貨
物
必
平
、

　
　

四
矣
ヽ
以
作
兵
器
ヽ
以
恨
貴
臣
一
ヽ
多
少
有
制
ヽ
川
以
別
貴

　
　

賤
、
五
矣
、
以
臨
萬
貨
、
以
調
盈
虚
、
以
収
奇
茨
、
則
官

　
　

富
貴
、
而
末
民
困
、
六
矣
、
制
吾
棄
財
、
以
典
匈
奴
、
逐

　
　

９
　
接
民
ヽ
則
敵
必
懐
、
七
矣
、
皿
貨

七
絹
の
根
本
思
想
は
之
を
四
類
に
綜
合
し
得
る
。
第
一
は
一
二

に
示
さ
れ
る
所
で
純
粋
な
貨
幣
政
策
に
闘
す
る
も
の
、
第
二
は

四
六
等
に
示
さ
れ
る
所
で
政
府
の
経
済
力
の
蓄
積
を
直
接
目
標

と
す
る
も
０
、
第
三
は
五
七
に
示
さ
れ
る
も
の
で
、
経
外
的
充

賓
を
基
礎
と
す
る
中
央
俳
威
の
徹
底
と
い
ふ
政
治
的
奴
果
に
闘

す
ろ
も
の
、
第
四
は
三
に
示
さ
れ
る
東
農
主
義
に
開
す
る
も
の

が
是
で
あ
る
。
法
談
以
外
の
私
銭
を
始
め
種
々
の
貨
物
が
貨
幣

と
し
て
流
通
し
以
て
経
済
活
動
の
圓
滑
に
寄
宛
ハ
し
た
こ
と
は
支

那
貨
幣
史
上
圃
者
な
現
象
で
あ
っ
た
。
支
那
の
如
き
親
許
機
構

の
下
に
於
い
て
は
私
鋳
談
が
必
ず
し
も
排
斥
せ
ら
る
べ
き
性
質

の
も
の
に
非
ざ
る
は
、
必
要
の
篤
め
に
存
績
し
た
受
態
的
貨
幣

現
象
が
最
も
善
く
之
を
示
す
に
拘
ら
ず
、
質
誼
が
銅
の
統
制
を
・

-57-



294

断
行
し
て
ま
で
之
を
禁
謁
せ
ん
と
す
る
の
け
、
紅
㈲
的
に
士
人

階
級
の
倚
仁
ず
る
農
民
の
生
活
を
商
人
の
暗
迪
か
ら
守
ら
ん
と

す
ろ
欲
求
、
並
び
に
漢
字
を
中
心
と
す
る
同
家
的
統
一
所
謂
「
大

　

一
統
」
の
思
想
に
支
配
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
不
川
意
に

行
は
れ
た
私
錆
公
許
に
伴
ふ
簡
々
の
縫
介
的
害
毒
も
重
要
川
山

の
一
つ
に
は
相
異
無
い
が
、
よ
り
大
た
る
精
鱒
的
川
由
の
存
在

も
否
定
し
得
た
い
。
臭
王
侶
氏
の
銭
が
天
下
に
布
き
比
ハ
の
紅
海

力
を
以
て
中
央
政
府
に
括
抗
し
得
る
形
勢
に
在
っ
た
こ
と
は
、

経
済
力
を
中
央
に
散
奪
す
る
の
急
務
を
感
ぜ
し
め
ざ
る
筈
ば
無

い
。
つ
ま
り
一
統
を
人
ぶ
の
思
想
は
経
臍
的
側
面
か
ら
も
絶
對

の
要
請
に
外
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

買
誼
の
重
農
思
想
は
七
絹
の
第
三
に
も
表
明
せ
ら
れ
貨
幣
政

策
と
相
枚
っ
て
経
済
上
極
め
て
重
要
硯
せ
ら
れ
た
こ
と
は
言
と

侯
た
た
い
。
富
時
人
民
皆
本
に
背
き
て
末
に
趨
り
淫
侈
の
俗
日

に
長
す
る
を
見
て
、
彼
は
都
市
に
於
け
る
游
食
の
徒
を
農
村
に

帰
着
せ
し
め
る
市
農
抑
商
策
の
強
行
に
依
っ
て
紅
叫
的
放
展
を

期
待
し
た
。
文
帝
が
籍
田
を
開
い
て
躬
耕
し
以
て
農
民
を
勧
め

た
の
は
質
誼
の
此
の
主
張
心
一
匹
心
に
感
じ
た
結
果
と
見
ら
れ

る
が
、
之
も
士
人
階
級
が
原
則
上
土
地
か
ら
遊
離
し
生
活
０
根

娃
を
農
民
に
置
か
ざ
る
を
得
ざ
り
し
萱
際
八
伺
立
に
川
解
す
ろ

こ
と
は
川
水
た
い
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
豊
本
主
義
的
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
農
民
が
採
銅
に
依
る
亘
利
を
泣
ふ
の
は
最
も
排
斥

す
べ
き
現
象
た
る
と
同
時
に
、
商
工
階
級
が
農
民
を
侵
膏
レ
十

人
の
経
済
的
基
礎
を
脅
か
す
仁
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
は
説

明
を
要
し
た
い
。
因
末
以
束
急
速
に
酸
達
し
つ
つ
あ
っ
か
商
業

資
本
の
攻
勢
か
ら
封
建
的
縫
會
間
係
を
守
る
の
ぱ
、
爪
に
「
殴

民
而
貼
之
農
」
の
如
き
政
治
手
段
の
能
く
す
る
所
で
は
到
底
な

か
っ
た
。
之
と
並
行
し
て
経
済
手
段
を
講
ぜ
ざ
れ
ば
奴
果
に
無

い
。
銅
の
同
家
統
制
案
は
此
の
目
的
の
焉
め
に
川
意
さ
れ
た
も

の
・
で
あ
る
。
政
府
は
銅
の
狽
占
に
依
っ
て
貨
幣
に
對
す
る
支
配

樫
を
完
全
に
掌
握
す
る
に
止
ら
す
、
共
の
操
作
を
通
じ
て
物
價

を
調
整
し
叉
蓄
積
さ
れ
た
銅
を
資
金
と
し
て
民
回
商
人
の
利
盆

を
剥
奪
し
得
る
０
で
あ
る
か
ら
、
賓
態
的
に
は
政
府
自
身
一
大

商
業
資
本
家
と
篤
っ
て
仝
維
海
界
を
几
ハ
の
紅
海
力
を
以
て
操
縦

す
る
こ
と
に
埓
る
。
こ
れ
後
年
武
帝
が
大
規
模
に
採
川
し
か
紅

府
政
策
七
本
質
上
１
　
く
揆
を
一
に
す
る
も
の
で
、
商
工
業
者
の

侵
出
に
對
抗
す
る
士
人
政
府
の
自
己
防
衛
態
勢
と
言
っ
て
不
可

は
無
い
。
必
十
斯
く
の
如
く
せ
ず
ん
ば
農
民
ぱ
疲
病
し
士
人
支
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配
の
機
構
は
崩
壊
す
る
外
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
武
帝

時
代
か
ら
以
後
に
於
い
て
は
斯
る
経
済
策
を
助
く
る
に
足
る
精

紳
的
理
論
が
漸
次
完
成
さ
れ
た
。
共
れ
が
即
ち
経
學
に
外
た
ら

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘
ヽ

　

質
誼
新
書
の
思
想
は
其
の
全
領
域
を
通
じ
て
基
本
的
に
は
先

秦
儒
家
を
修
正
す
る
に
至
ら
な
い
が
、
士
人
支
配
の
態
勢
略
ぼ

確
立
す
る
時
期
に
相
常
し
た
焉
め
、
自
ら
斯
る
祀
會
的
制
約
の

外
に
猫
立
す
る
甘
得
た
か
っ
た
の
は
富
然
で
あ
っ
た
。
然
し
學

問
思
想
に
對
す
ろ
政
治
力
の
支
配
・
が
猶
ほ
決
定
的
開
係
に
迄
進

ま
ざ
り
し
が
故
に
、
士
人
支
配
の
正
常
性
を
理
論
附
け
る
哲
學

を
考
へ
る
意
識
は
未
だ
殆
ん
ど
現
は
れ
て
ゐ
た
い
。
巌
蜜
な
意

味
に
於
け
る
経
學
は
猶
ほ
成
立
し
て
ゐ
な
い
の
。
七
あ
る
。
紅
學

を
経
書
０
解
憚
學
と
定
義
す
る
に
止
め
る
た
ら
ば
何
れ
の
世
に

も
仕
ハ
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
よ
う
。
然
し
経
學
を
支
那
の
肌
介
史

と
不
可
分
間
係
に
於
い
て
捉
へ
共
の
対
會
的
機
能
に
重
鮎
を
置

い
て
お
へ
る
た
ら
ば
、
此
の
概
念
を
満
足
す
る
経
雄
は
支
那
史

上
常
に
ぱ
な
在
し
た
か
っ
た
と
言
は
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
所

謂
上
部
構
造
が
基
本
的
下
部
構
造
に
對
し
て
及
ぽ
す
反
作
用
の

奴
力
を
無
脱
す
る
一
方
的
解
押
に
は
具
し
得
な
い
が
、
學
問
や

思
想
を
其
の
盛
生
地
盤
た
る
祀
會
北
ハ
の
も
の
と
切
断
し
て
考
へ

る
抽
象
的
立
場
憾
無
意
味
で
あ
る
。
経
學
を
其
の
計
會
性
に
着

目
し
つ
つ
把
握
す
る
時
、
頁
誼
の
思
想
は
若
干
の
共
通
鮎
を
有

す
る
に
拘
ら
す
之
を
経
學
時
代
に
置
く
こ
と
は
妥
富
を
献
く
。

た
だ
彼
に
於
い
て
経
學
時
代
へ
０
準
備
が
着
着
篤
さ
れ
っ
つ
あ

っ
た
こ
と
は
之
を
否
定
す
る
も
ｏ
で
は
な
い
。

　
　

満
天
師
世
家
批
判

　

道
教
正
一
派
の
道
士
明
の
張
正
常
の

撰
し
た
漢
天
師
世
家
四
巻
に
。
開
祀
張
道
陵
の
世
系
を
記
し
、

上
は
八
代
の
祀
、
張
良
に
湖
り
下
は
二
十
四
代
、
北
宋
初
の
正

隨
を
紅
て
撰
者
の
峙
ま
で
連
綿
つ
づ
く
家
世
を
傅
へ
て
ゐ
る
。

か
つ
四
代
張
盛
が
魏
明
帝
の
時
、
家
傅
の
剣
印
総
員
を
携
へ
、

漢
中
か
ら
江
西
龍
虎
山
に
居
を
移
し
、
爾
来
こ
の
地
が
£
一
派

本
山
に
定
つ
た
と
い
ふ
記
事
が
多
く
の
道
政
史
家
に
無
批
判
的

に
採
用
さ
れ
て
を
り
、
僅
か
に
傅
勤
家
「
中
閥
道
政
史
」
が
戦

飢
中
江
南
の
臭
國
領
内
に
移
住
で
き
ま
い
と
疑
ひ
、
張
正
隨
以

後
を
信
ず
べ
し
と
考
へ
て
ゐ
る
が
所
説
な
ほ
詳
し
く
な
い
。
人

師
世
家
に
よ
る
と
道
陵
－
衡
―
魯
－
‐
盛
と
傅
へ
、
第
十
代
隋
の

子
祚
ま
で
の
間
に
五
代
あ
‐
‘
、
一
世
代
の
十
均
五
十
年
を
こ
え

い
く
ら
不
老
不
死
の
本
家
で
も
信
じ
錯
い
。
か
つ
一
代
お
き
に

常
時
の
君
主
と
の
交
渉
を
記
す
の
が
一
層
辻
棲
介
は
な
く
す
る

陳
の
道
教
學
者
馬
栂
の
道
學
傅
に
梁
の
時
天
師
十
二
代
の
孫
。

張
裕
が
江
南
招
認
哉
に
住
む
と
あ
乙
が
、
彼
の
學
統
は
父
祀
代
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